
図１ 受領委任払い

窓口では・・・自己負担分（３割分）のみ支払う。

★整骨院・接骨院が療養費を大東市国民健康保険へ請求する。

①療養費支給申請書に署名し、
自己負担分（３割分）支払う。

②療養費を請求する。

③療養費を支払う。
（７割分）

図２ 償還払い

窓口では・・・全額（１０割分）を支払う。

★後で患者自身が療養費を大東市国民健康保険へ請求する。

①施術料金を全額支払う。 ③療養費を支払う。
（１０割分） （７割分）

②療養費を請求する。
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３割負担の方の場合


